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資料   体制及び環境整備に関する検討会   

平成2 0年4月 4 日   第5回 医薬品の販売等に係る   口  

情報提供を適切に行うための販売体制   



【情報提供を適切に行うための販売体制】  

専門家を置くことの基本的な考え  

（情報提供と専門家の関係）  

◎ 一般用医薬品の情報提供から、薬局及び医薬品販売業において、 いなければならない   

専門家は以下の表のようになる。  

販売時に積極的な情報提供を行  

う場合   

第一類医薬品  薬剤師   薬剤師   

第二類医薬品  薬剤師又は登録販売者   薬剤師又は登録販売者   

第三類医薬品  不要   薬剤師又は登録販売者   

○ 相談を受けて対応する場合の情報提供は薬剤師又は登録販売者が行う義務   

があることから、営業時間中は、薬剤師又は登録販売者を常時置くこととす   

る。  

一 ○ 第一類医薬品の情報提供は薬剤師が行う義務があることから、第類医薬   

品を販売する店舗等にあっては、営業時間中は、薬剤師を常時置くこととす   

る。  

（情報提供以外の業務における専門家の監督）  

◎ 情報提供以外の業務は、必ずしも専門家が直接行う必要はなく、専門家以外の従事者   

（以下、非専門家）が行うことも可能である。  

◎ 非専門家による業務が適切に行われるよう、非専門家は専門家の監督の下に業務を行   

う必要がある。  

○ 専門家が非専門家を十分に監督できるよう、例えば、専門家1人が監督で   

きる非専門家の数を定めるなど、販売体制に関する規定を設ける。   



【情報提供を適切に行うための販売体制】  

専門家に関する体制整備  

（薬局又は店舗における構造設備）  

○ 薬局又は店舗で情報提供を行う場所（※）を構造設備として規定する。   

（※）場所の考え方については、薬局又は店舗の一角に設ける設備を指す考え方や陳列す  

る区画を指す考え方などがあり、考え方を整理する必要がある。  

○ 薬局又は店舗において医薬品を陳列する場所の面積等に応じて、情報提供   

を行う場所の必要数を規定する。  

（薬局又は店舗における専門家の体制）  

○ 薬局又は店舗は、営業時間中、原則として情報提供を行う場所において、   

薬剤師又は登録販売者より情報提供を行うものとする。  

○ 情報提供を行う場所を複数設置する場合は、当該場所ごとに専門家を必要   

数確保する。  

○ 営業時間中に専門家を常時置くため、営業時間に応じた販売体制に関する   

規定を設ける。  

○ 実効性をもって専門家を常時置くために、営業時間に応じて必要な人数を   

規定すべきかについても検討する必要がある。  

（区域における専門家の体制）  

○ 営業時間中に専門家が常時情報提供に対応できるよう、営業時間に応じた   

販売体制に関する規定を設ける。  
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【情報提供を適切に行うための販売体制】  

情報通信技術を活用する場合の考え方  

（対面の原則と情報通信技術を活用した情報提供の関係）  

○ 医薬品の販売については、対面販売が原則であることから情報通信技術を   

活用することについては慎重に検討すべきである。  

○ 第一類医薬品について、対面販売とすべきであり、情報通信技術を活用し   

た販売を認めることは適当でない。  

（テレビ電話を活用した情報提供）  

○ 部会報告書では、第二類医薬品及び第三類医薬品について、対面販売を原   

則とすべきであるが、購入者の利便性に配慮し、深夜早朝に限り一定の条件   

の下で、テレビ電話を活用して販売することを引き続き認める、とされてい   

る。  

○ テレビ電話を活用して販売することについて、前回の検討会において、以   

下のような意見があった。  

深夜早朝の薬剤師の確保が困難であることから制度が設けられたもので  

あり、登録販売者制度の導入により必要なくなったと考えられるため、時  

間帯にかかわらず情報提供が専門家により確実に行われる体制を求めるべ  

きではないか。  
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（通信販売）  

○ 部会報告書では、第三頬医薬品については、リスクの程度や購入者の利便   

性、現状ある程度認めてきた経緯に鑑みると、薬局又は店舗販売業の許可を   

受けてし、・る者が、電話での相談窓口を設置する等の一定の要件の下で通信販   

売を行うことについて認めざるを得ない、とされている。  

○ 通信販売を行うことについて、これまでの検討会において、以下のような   

意見があった。  

今回の制度改正の原則にしたがって検討すべきではないか。  

情報通信技術を活用した場合の販売行為と情報提供は分けて考えるべき  

ではないか。また、販売時の情報提供と相談対応の場合の情報提供も分け  

て考えるべきではないか。  

情報通信技術を活用して行う情報提供も、一般的な情報提供の方法をど  

のように規定するかとの関連において検討すべきではないか。  

情報通信技術を活用して情報提供ができるのであれば、店舗や区域にお  

いても、専門家が常時いて情報提供に対応する必要はないのではないか。  

一般用医薬品をリスクの程度に応じて区分したことを踏まえて検討すべ  

きではないか。  

1 現行法で認められている品目と第三類医薬品の範囲が合致しないことに  

ついて何らかの措置が必要ではないか。  

現行法で認められているとしても、新しい制度が確立した以上、制度の  

枠の中でできる部分が認められるべきではないか。  

消費者の利便性の観点から、僻地等での扱いには何らかの手立てが必要  

ではないか。  

インターネットによる販売を通信販売の一部とせず、別の制度を構築す  

べきではないか。  

通信販売を行う場合であっても、あくまで店舗販売業の許可の範囲で認  

められるべきではないか。  
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第5回 医薬品の販売等に係る   

平成 2 0年 4 月 4 日   資料 2  体制及び環境整備に関する検討会  

医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等   



【医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等】  

医薬品販売業者の遵守事項  

（販売業者の責務）  

◎ 店舗販売業者又は配置販売業者（以下「店舗販売業者等」）はその店舗又は区域（以下   

「店舗等」）における一般用医薬品の販売等についての最終的な責任者であり、その店舗   

等における違反に対する処分や罰則は店舗販売業者等が受けるものである。  

◎ また、許可の要件である構造設備基準及び販売体制に関する規定については、罰則の   

対象ではないが、確保されない場合は許可の取り消し処分の対象となる。  

◎ 店舗販売業者等の義務としては以下のような事項が規定されている。   

・店舗における構造設備基準を遵守すること（第26条第2項第1号）   

・店舗等における専門家の従事状況についての体制を確保すること（第26条第2項第2号、第30  

条第2項第1号）   

・店舗において一般用医薬品以外の医薬品を販売」ないこと（第27条）   

・店舗等を自ら管理するか、指定する者に管理させること（第28条第1項、第31条の2第1項）   

・ 店舗における掲示を正しく行うこと（第29条の3）   

・区域において一般用医薬品のうち基準に適合するもの以外の医薬品を販売しないこと（第31条）   

・ 一般用医薬品の販売を専門家に行わせること（第36条の5）   

・一般用医薬品についての情報提供を専門家に正」く行わせること（第36条の6）   

・店舗販売業において一般用医薬品の販売を店舗により行うこと（第37条第1項）   

・配置販売業において一般用医薬品の販売を配置により行うこと（第37条第1項）   

・配置販売業において一般用医薬品の分割販売を行わないこと（第37条第2項）   

・毒薬・劇薬を正しく取り扱うこと（第45条～第48条）   

・違反でない医薬品を販売等すること（第55条′－第57条）   

・ 医薬品を正しく区分して陳列等すること（第57条の2）   



◎ その他、厚生労働省令で、店舗における医薬品の管理の方法その他店舗の業務に関し   

店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることとされている。  

○ 店舗販売業者等の遵守すべき事項として、具体的には以下のようなものが   

考えられる。  

陳列等されている医薬品の品質を確保するために必要な措置を講じるこ  

と  

・ 管理に関する記録を行う帳簿を備えること  

・帳簿により店舗管理者又は区域管理者（以下「管理者」）に業務に関する  

記録を行わせること  

実務経験を行う者の実務について、一般用医薬品の販売の補助業務とし  

て行われているかを確認し、適正かつ正当に証明を行うこと  
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【医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等】  

管理者の業務の内容、管理者の指定の考え方  

（管理者の業務）  

◎ 管理者は、店舗販売業者等自ら又は店舗販売業者等が指定した者であり、専門家でな   

ければならない。  

◎ 店舗管理者は、その店舗を実地に管理しなければならず、また区域管理者は配置販売   

の業務にかかる都道府県の区域を管理しなければならない。  

◎ 管理者はその業務について、店舗販売業者等に必要な意見を述べなければならない一   

方、店舗販売業者等はこの意見を尊重しなければならない。  

◎ 管理者等の業務とされる内容が達成されない場合は、店舗販売業者等に対して、都道   

府県知事は管理者の変更を命ずることができる。  
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◎ 管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、以下のような業務を行わな   

ければならない。   

① その店舗等に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督   

② その店舗の構造設備の管理   

③ 医薬品その他の物品の管理   

④ その他その店舗等の業務につき、必要な注意  

○ 管理者の業務の具体例としては以下のようなものが考えられる。  

（》 その店舗等に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者の監督  

以下の点について状況を把握し、不適切と判断した場合は是正すること  

・ 店舗等における専門家の従事に関する体制が確保されていること  

・一般用医薬品の販売方法（専門家の関与等）が適切に行われていること  

実務経験が薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で行われているこ  

と  

情報提供（内容・方法）が適切に行われていること  

② その店舗の構造設備の管理  

以下の点について状況を把握し、不適切と判断した場合は是正すること  

・ 店舗において構造設備基準が遵守されていること  

③ 医薬品その他の物品の管理  

以下の点について状況を把握し、不適切と判断した場合は是正すること  

毒薬t劇薬が正しく取り扱われていること   

・ 陳列等されている医薬品の表示に不正がないこと  

医薬品を正しく区分して陳列等していること   

t 陳列等されている医薬品の品質が確保されていること  

④ その他その店舗等の業務につき、必要な注意  

以下の点について状況を把握し、不適切と判断した場合は是正すること  

業務に関する記録を行い、又は記録を確認すること   

・ 店舗における掲示が正しく行われていること   

■ 店舗において一般用医薬品以外の医薬品を販売しないようにすること  

区域において一般用医薬品のうち基準に適合するもの以外の医薬品を配  

置販売しないようにすること  
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（管理者の指定）  

◎ 管理者による管理は、原則として実地により行われるものであることから、常時直接   

行われるべきである。  

○ ただし、実態上、営業時間内において常時直接行えない場合も考えられる   

ことから、そのような場合は、その他の従業員によって管理させ、又は、記   

録等により管理の状況を確認することとする。  

○ 管理者の業務の内容から、管理者を選ぶ基準について考える必要がある。  

○ 管理者を選ぶ基準については、前回の検討会において、以下のような意見   

があった。  

・管理者は一定の経験を積んだ者がなるべきではないか。  

管理者は登録販売者で十分ではないか。  
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【医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等】  

薬事監視のあり方  

◎ 情報提倶の内容・方法とこれを実施するための販売体制の構築、必要な環境整備につ   

いて、適切に実施されていない場合は、行政機関はこれを改善するために指導を行う必   

要がある。  

○ 適切に実施されていないことを確認するにあたっては、一般の薬事監視に   

加えて、苦情処理窓口を通じた、販売方法等についての購入者からの苦情に   

応じての薬事監視等を通じて行うことが妥当である。  

○ 指導に対して改善がなされない場合、これが積み重なると制度と実態の帝   

離を引き起こすことから、行政処分を課す必要があるが、行政処分を課すこ   

とについての考え方を整理すべきである。  
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医薬品販売業者及び管理者の遵守事項等  

販売業者   管理者   

構造設備に関する基準   ・店舗における構造設備基準を遵守すること（第26条第2  
項第1号）   

販売の体制   t店舗等における専門家の従事状況についての体制を確保す  ・店舗等における専門家の従事に関する体制が確保されてい  
ること（第26条第2項第2号、第30条第2項第1号）   ること   

店舗販売できる品目   ・店矧こおいて一般用医薬品以外の医薬品を販売しないこと  ・店舗において一般用医薬品以外の医薬品を販売しないよう  

（第27条）   にすること   

店舗等の管理   ・店舗等を自ら管理するか、指定する者に管理させること   一省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなけ  
（第28条第1項、第31条の2第1項）   ればならない（第28条第2項、第31条の2第2項）   

遵守すべき事項   ・定められた遵守すべき事項を守ること（第29条の2第1  ・陳列等されている医薬品の品質が確保されていること  
項、第31条の3第1項）   ・業務に関する記録を行い、又は記録を確認すること  
・陳列等されている医薬品の品質を確保するために必要な措  ・実務経験が薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で行  

置を講じること  われていること   

・管理に関する記録を行う帳簿を備えること  
・帳簿により店舗管理者又は区域管理者に業務に関する記録 
を行わせること  

・実務経験を行う者の実務について、一般用医薬品の販売の  
補助業務として行われているかを確認し、適正かつ正当に証  
明を行うこと  

店舗における掲示   ・店舗における掲示を正しく行うこと（第29条の3）   ・店舗における掲示が正しく行われていること   

配置販売できる品目   ・区域において一般用医薬品のうち基準に適合するもの以外  ・区域において一般用医薬品のうち基準に適合するもの以外  
の医薬品を販売しないこと（第31条）   の医薬品を配置販売しないようにすること   

販売に従事する者   －一般用医薬品の販売を専門家に行わせること（第36条の  ・一般用医薬品の販売方法（専門家の関与等）が適切に行わ  
5）   れていること   

店舗による販売   ・店舗販売業において一般用医薬品の販売を店害削こより行う  
こと（第37条第1項）   

配置による販売   ・配置販売業において一般用医薬品の販売を配置により行う  
こと（第37条第1項）   

分割販売の禁止   ・配置販売業において一般用医薬品の分割販売を行わないこ  
と（第37条第2項）   

情報提供   ・一般用医薬品についての情報提供を専門家に正しく行わせ  
ること（第36条の6）   

毒薬等の取扱い   ・毒薬一劇薬を正しく取り扱うこと（第45条～第48条）   ・毒薬・劇薬が正しく取り扱われていること   

違反品の販売等の禁止   ・違反でない医薬品を販売等すること（第55条～第57  ・陳列等されている医薬品の表示に不正がないこと   

条）  

陳列等   ・医薬品を正しく区分して陳列等すること（第57条の2）   ・医薬品を正しく区分して陳列等していること  



ヒアリング資料  

NPO法人日本オンラインドラッグ協会  

日本オンラインドラッグ協会JODA（Japan Online Drug Association）は、  

ひとりひとりの健康で豊かな生活を、インターネットをとおして支える活動を行う特定非営利活動法人です。  

◇概要   

組織名  

事務局所在地  

E－mailアドレス  

ホームページ  

定時社員総会  

理事会  

各種分科会  

◇理念   

『わたしたちは、インターネットを   
活用して、薬物の乱用がなく、  
一般市民が安全l±医薬品を   

購入できるような社会の実現に   

貢献します。』  

◇会員数  

41名 （2008年3月現在）  

全国20都道府県  

日本オンラインドラッグ協会  

東京都港区赤坂3－11－3赤坂中川ビル  

joda＠kenko・COm  

http：／／ww．0nIine－drug・jp／  

年1回（春）  

年4回程度  

随時  

◇JODAの取り組み  

購入者の安全性確保と利便性向上に向けて、主に以下の取り組みを行っている。  

・自主規制案の策定と推進：  

インターネットを活用した医薬品販売において、購入者の衰全■安心を確保するため、  
薬局一葉店が行うべき取り組みについてまとめた、自主的なルール（自主規制案）の策定と推進。  

・適正な医薬品販売のための環境整備：  

購入者がインターネットを活用して安心かつ安全に医薬品を購入できるための、  
適正な薬局・薬店数の拡大、ならびに啓蒙活動。  

◇沿革  

平成17年12月：  

インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、消費者の利便性と安全性を確保  
するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の  

会」（通称「ネット薬局の会」）を発足。   

平成18年1月：  

安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな  
情報通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。  

平成18年 7月：  

特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会として認証を受ける。  

平成19年1月：  

医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。  

平成19年10月：  

登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。   



DA  10   日本オンラインドラッグ協会について  

日本オンラインドラッグ協会は、正規の開設許可を受け、店舗を構える  
薬局・薬店が、店頭での消費者からのニーズに応える形で、日本国内にて  

情報通信技術を使用して医薬品販売を行う薬局・薬店の集まりである。  

岳⊆‾f坦   
「．   ●・‥り‥  

l■▲■l  ■  ■卜  
．             ■■．r ■ ‾ 一 し「  ．，  

禦：邑ご・官学一 一冊                           ．ヾJ一一 山■  
撫ごゝ■・▲ ▲  

・・■・  ．．．、＿＿     ＿  

i＿三声二て ・ 

情報通信技術を使用した、  

医薬品販売も行う。  

薬局・薬店として、店頭での医薬品販売を行う。  

日本オンラインドラッグ協会は、適正な医薬品販売を行う上で、  
以下の販売形態との差別化、並びに撲滅を強く求めている。  

1薬剤師等専門家が不在の事業者による医薬品販売  

・薬局・薬店の開設許可を得ない事業者による医薬品販売  

・海外からの未承認薬の輸入販売  

・海外からの医薬品の発送  

・国内未承認薬の販売  

・麻薬やその他、非合法の医薬品の販売  

その他、法の枠外で不正販売行為を行うあらゆる事業者、個人   



DA  】0   
店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ   

①商品の選定  

1  
②情報提供・相談応需  

1   
③購入意思表示  

1   
④販売の判断  

1   
⑤売買契約の成立  

1  
⑥金銭授受  

1  
⑦商品引渡し  

1  

※販売、引渡し終了後の情報提供・相談応需   



】ODÅ  店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

（手商品の選定  

【店頭】  

店内に陳列される医薬品から、購入したいものを選定。  

【インターネット】  

サイト上に掲示される医薬品から、  

購入したいものを選定。  
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店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

②情報提供・相談応需  

【店頭】  

問合せに対し、レジ、又は相談コーナー等にてスタッフが対応。  

【インターネット】  

電話・メールなどで薬剤師が問合せに対応。   



店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  】ODA  

③購入意思表示  

【店頭】  

レジにて薬局スタッフに商品を指定し、購入の意思を伝える。  

【インターネット】  

サイト上にて、購入ボタンを押し、お届け先を入力する（住所・氏名、  
電話番号、メールアドレス等）。  
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JODA  店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

④販売の判断  

【店頭】  

販売するか否かの判断をする。   

【インターネット】  

顧客データから、これまでの購入履歴や年齢等を確認、販売するか否かを判断。   



JODA   店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

⑤売買契約の成立  

【店頭】  

店頭にて販売意思を示し、商品の確認を行う。  

【インターネット】  

販売の意思を示し、商品を梱包して発送■報告。  

このたびは■■■■をご利用いただきありがと  

ご注文いただきました商品を本日（■■／■■／  

発送いた」ました。  

ご注文番号 ＊＊＊＊＊＊＊   

＊＊＊＊＊＊ビオフェルミンVC120錠  

＠1，279×1＝1，279円  
＊＊＊＊＊＊ゲルマニウム＆チタン  

三つ編みネックレスブラックネイビー  

＠2，814×1＝2，814円  

商品代金 ￥＊＊＊＊＊＊  
送料・手数料 ￥＊＊＊＊＊＊  



JODA  店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

⑥金銭授受  

【店頭】  

店頭レジにて、金銭を授受。  

【インターネット】  

指定された支払い方法にて、金銭を授受。   

以下の過滑賑から、お支払い万二・去を握‡河ノてくこた訊、  

う細i億h   】   

F代金引換二商品が届いたと孝に持主壱あ王払いいただ書ます．   

茨自宅以外の瞳萌ノ‘、・・の党送の埼告ほこFこアたFシ軒・医キ・仙  

ません．  

によるお支‡山｝言ヨ逆‡．Rでき  
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かドの膳 
「厘ⅥSAr毒昏購TERr迂」CE  
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＝明123▲5已了長持壬12ニI5ら．12コ15占7∈l与D123｛5．，  
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（如彷†バ托J、乃して／だ古い．）   



JODA   店頭、およびインターネットでの医薬品購入の流れ  

⑦商品引渡し  

【店頭】  
店頭」レジにて、商品を渡す。  



店頭、およびインターネットでの  医薬品購入の流れ  JODA   

※販売、引渡し終了後の相談応需（情報提供）  

【店頭】  

問合せを店頭にて応需。  

【インターネット】  

メールや電話、問合せフォームにて随時相談応需。  



10DA  情報通信技術の活用について   

情報通信技術（インターネット）を活用した医薬品販売は、管理薬剤師の  

管理・監督の下、安全・安心の確保を第一に行われている。  

情報通信技術（インターネット）を  

活用した医薬品販売  

安全・安心 ＋ 利便性  

安全■安心の根拠：   

（D薬局・薬店として店頭販売を行う薬剤師によって開設された、  

正規の薬局・薬店によって運営されている。  

②商品ごとに、添付文書提示や内容物の画像提示、禁忌情報の  

提示など、十分な情報提供を行っている。  

③購入の過程で、チェック項目の承認や購入履歴の確認など、  

個別に薬剤師が精査している。  

④購入の有無、または購入の前後にかかわらず、薬剤師との個別  

相談を様々な方法で応需している。  

利便性の根拠：   

（D薬局・薬店に出向くことが、地理的一時間的に困難な方からの  

要望に応えられる。  

②いつ、誰に、どの医薬品をいくつ販売したかが  

全て特定できるため、販売後の注意喚起などが生じた際に、  

連絡が速やかに出来、購入者の安全確保ができる。   



安心・安全の根拠：①正規の薬局・薬店による運営  

日本オンラインドラッグ協会の会員によって運営されている、情報通信  

技術を使用した医薬品販売は、すべて薬局■薬店として正規の開設許可を  

得て店舗を構える管理薬剤師の管理・監督のもとに運営されている。  

納靭・配送について  お支  

蕃本拇こご注文堵E嬢、警官某日には、 お支払  
商品の発注空行います。あ支払か紬行膵り 込、駐  
込み、無煙蕩皆の場合は二人会稽i空音彙、 きます  

も1方などの場裏の原稿苦  
いたりもL．ても’■ます。  

発軌lたします。  生去れも．育ちも貢さんで有  
名な某爺圧です。  
＋Jでは、市振のクスl＿jから、処方箋  
劉軌免疫間信の僧房食品など鴫広く耶り  
扱ってあります。クスリと担廣と美容のご柑  
掬よぉ宗抱こどうぞ！  

慧㌫岩窟芳冠法話誹諾コ琵  
た場合．漣指弾社角建となり王す。l鶴、  
引声手む料は指入金額会計5．25ロ円（根  
）以上で弊社負預です。  
た、∃頒ペリカン便にて莞延致し．ます。配 返品  お軌1  

嶺■  
l百聞等ほ、午前中、1～－11哨」り一柑  T【L  

FAX  フ皇1聖弓1上空二空埜＿宇聖ブ1彗聖皇軍J 遠二〝与  
一也束去す●宅配菓者など時にご寒空肝ニ   ∈－mai】  

芯琵琶簑蒜蒜蒜盲二蒜㌻ 昆：  
19  軌1し  

運営会社  

り扱いについて  ら 弊i  

した大肪柿欄孟宗諾堤誓㌍  
三春に荒すような事は絶対聾しま甘ん。ど  
うぞご委心してあ声L■1亨裾あ楽しみ〈ださ  
t㌧  

用                                                    上の注意をよくお読みになり正しくお  

・守一撃孝弘 ■星，覿切  
絆．T軽：iこぅき三．手首！寮jき雲－ナt ッ▲－ま丁   



安心項全の根拠‥②十分な情報提供  JO甲A  
商品ごとに、添付文書提示や内容物の画像提示、禁忌情報の提示  
など、十分な情報提供を行っている。  

添付文書は全文掲載することで、購入前に内容を確認可能。  
医薬品に関する詳細情報は、購入の有無にかかわらず、納得のいくまで  
確認・吟味した上で、医薬品購入について検討することができる。  
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安心・安全の根拠：③個別に購入申込受付前の確認  

購入の過程で、チェック項目の承認や購入履歴の確認など、  
個別に薬剤師が精査している。  
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臼穐鵠甲蹟■．膏■ ベビー薫榔ぺサトす√言サトJt－プ  

墳墓）〃はし乱灘應l骨ス窮■j巴  
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ODA  安心・安全の根拠＝④薬剤師の個別相談応需   1   

購入の有無、または購入の前後にかかわらず、薬剤師との個別  
相談を様々な方法で応需している。  

周囲の目が気になる相談や、顔を合わせての相談が惇られる内容も、  
安心して相談ができる。  

例）  

◆壬塵粗品   
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さ■卯   

≡謹塩篭慧遠望‡三ニノた丁き  

争 ㈹且   

蒜㌣竃匙二芯芸遥㌍「 

当店は、石寄書1r芥】ニ苦心してお1≠用拍軋て抑Jう⊥うに上作りてい王す－   
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相談や質問したい場合に、問合せ先がすぐにわかるようになっている。  

例）   
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電話相談やメ・－ルで相談する際の連絡先が、医薬品購入画面ごとに表示される。   



利便性の根拠  ①地理的・時間的制限を補完  

薬局■薬店に出向くことが、地理的・時間的に困難な購入者  
からの要望に応えている。  

時間的制限のある購入者：  

お子様が小さくて、お買い物に行けない、  
要介護者がいて家をあけられない、  
共働き世帯など、多忙で開店時問に  
買い物に行けない、など。  

地理的に制限のある購入者：  

近所に薬局・薬店がない、外出が  

困難で店舗に出向くことが出来ない、  
など。  

薬局・薬店が少ない地域など、医薬品の購入が困難な  

地域、また店舗に出向けない場合も含め、医薬品の  

供給が可能。  

（参考）日本国内における、買い物が困難な消責者の存在について  

近隣に薬局がない過疎地の在住、  

小さい子供や要介護者などがいる家庭、  

共働き世帯など、  

店頭に出向いて商品を購入するのが困難な、  

消費者が存在する。  

・共働き夫婦961万世帯  

■長時間労働者 725万人  

・高齢者 2660万人  

■過疎地域住民1068万人  

※長時間労働者：週間就業時間60時間以上の労働者高齢者＝65歳以上の生活者  
（出所）総務省「労働力調査（平成18年平均、年掛」「人口統計」総務省自治行政局過疎対策室＝P（平成19年10月1日時点の過疎地域の状況）   



JODA  利便性の根拠：②販売した医薬品の追跡が可能   

いつ、どの購入者に、どの医薬品を販売したかが、  

全て特定できるため、販売後の注意喚起などが生じた際に、  
連絡が速やかに出来、購入者の安全確保ができる。  

例）  

厚生労働省や、医薬品メーカーからの重大な  
お知らせなどに関する注意喚起  

販売した購入者へ、個別に直接連絡、  
迅速に注意喚起の告知と購入者の  

安全確保が可能  

購入者ごとに、販売履歴を確認する  

ことができ、また購入者の住所や  

氏名等も、共に把握しているため 、  

緊急時の情報提供等が迅速に行える。   




